
 

 

 
 
 
 

令和７年１１月２０日 
 

 

各報道機関 御中 

 

国立大学法人山梨大学 

 
 

令和７年度山梨大学医学部「臨床実習生認定証授与式」の挙行について 

          

   

 

山梨大学医学部では、医学生共用試験（CBT 及び OSCE）に合格した医学部学生への

臨床実習生（医学）認定証の交付を受け、臨床実習開始直前の４年次生に対する臨床

実習生認定証授与式を下記のとおり行います。 

この授与式では、学生代表から臨床実習生としての決意表明も行われ、医師として

の自覚を涵養する重要な式典であると位置づけていますので、報道機関各社におかれ

ましては、当日の取材について、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

記 

 

 

【日 時】 令和７年１１月２８日（金） 午前９時００分～ 

【場 所】 山梨大学医学部キャンパス 臨床講義棟大講義室 

【出席者】 医学部長      小泉 修一 

      医学部附属病院長  木内 博之 

      山梨県福祉保健部長 植村 武彦 

【内 容】 関係者挨拶、臨床実習生（医学）認定証授与、学生代表誓いの言葉 

【その他】 取材を希望される報道関係者の方は、８時４５分までに直接会場へお越

しください。 

 

 

＜広報に関するお問い合わせ＞ 

山梨大学医学域事務部総務課総務グループ 

Tel：055-273-6724 

E-mail：nashi-is-med@yamanashi.ac.jp 

 ＜授与式に関するお問い合わせ＞ 

山梨大学医学域事務部学務課  

学生グループ 

TEL：055-273-9346 

Email：med-gakuseig-as@yamanashi.ac.jp 

プレスリリース 



 

 

 

【臨床実習生（医学）について】 

 

病院内で行う臨床実習は、医師養成において非常に重要な教育課程であり、特に臨

床の場で診療チームの一員として参加する「診療参加型臨床実習」により実践的な臨

床教育を行うことが強く求められています。こうした臨床実習を行うことで、卒後２

年間の初期臨床研修に速やかに移行することができ、社会に貢献できる医師の養成に

繋がると期待されています。 

診療参加型臨床実習を実施するには、医師免許を持たない医学生が一定の医行為を

行うことを社会に認めていただかなくてはなりません。そこで我が国では、十数年前

から全国の医学生を対象として臨床実習開始前に公益社団法人医療系大学間共用試

験実施評価機構(CATO) が２つの共用試験を実施し、全国医学部長病院長会議(AJMC)

が「スチューデント・ドクター」として認証する制度が運用されてきました。しかし、

この制度は、法律上明記されていなかったことから、医師法の改正を経て令和５年度

からは、「臨床実習生(医学)」(英語表記: Clinical Clerkship Student) という公

的な資格に変更となりました。これにより、臨床実習生が指導医のもとでリスクを伴

わない医行為を行うことが法律上も承認されましたので、診療参加型臨床実習を行う

環境が整ったことになります。 

なお、臨床実習開始前に実施される共用試験には、医学知識と総合的理解力を問う

試験CBT (Computer Based Testing) と、必要な基本的診療技能・医療者としての態

度を問う客感的臨床能力試験OSCE (Objective Structured Clinical Examination) の

２つがあります。学内の試験に合格して必要な単位を取得し、かつ前述の２つの共用

試験に合格した学生のみに「臨床実習生（医学）証」が交付されます。本学では４年

生がこの資格を取得して、４年次の１２月から６年次の９月まで、医学部附属病院や

多くの関連教育病院で臨床実習を行います。 



【会場案内図】  

 

 

●日 時：令和７年１１月２８日（金）  午前９時００分～  

  ●場 所：山梨大学医学部キャンパス 臨床講義棟大講義室 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 
① 駐車場管理室へ「取材」の旨 

お申し出ください。 

② 誘導の場所へご駐車ください。 

③ 駐車後、臨床講義棟大講義室へ 

お越しください。 
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入口 
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